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研究要旨 

東京電力(株)福島第一原子力発電所（以下、「福島原発」という）事故後、

多くの都市を対象に放射性物質の暴露量調査を実施することが求められて

いることから、陰膳方式による食品中の放射性物質のトータルダイエット

スタディ（TDS）を行った。事故後、特に幼児への健康影響が懸念されてい

るため、成人だけではなく幼児（3-6 歳児）についても調査対象とした。さ

らに、厚生労働省の食品中の放射性物質の検査ならびに平成 22 年国民健

康・栄養調査の結果をもとに、福島原発事故直後から 2012 年 12 月までの

積算実効線量の推計を試みた。 

2012 年度は福島原発事故後の食品 に含まれる人工放射性物質の放射性

セシウム(セシウム 134 および  セシウム 137)と自然放射性物質のカリウム

40 を分析し、成人ならびに幼児の摂取量と被ばく線量を評価した。対象地

域は福島県内の 6 都市（相馬市、南相馬市、福島市、郡山市、伊達市、会

津若松市）と、北海道、岩手県、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈

川県、大阪府、高知県の計 15 地域とし、原発事故発生から 2 年後に当たる

2013 年 3 月に調査を実施した。研究協力者にはそれぞれ連続した 2 日分の

食事を提供していただくとともに、いただいた陰膳試料に含まれる食品群

等を調査票に記入していただいた。陰膳試料中の放射性物質濃度(Bq/kg) 

をもとに、1 日摂取量は 2 日間の食事の摂食量、被ばく線量は ICRP の線量

係数を適用して算出、評価した。 

調査対象とした 15の地域ではいずれも陰膳試料から原発事故で特徴的な

セシウム 134 が検出され、事故の影響が認められた。放射性セシウム濃度

（セシウム 134 と  セシウム 137 の合計値）の最大値は東京都（幼児）の

1.44 Bq/kg、最小値は北海道（幼児）の<0.026 Bq/kg であった。放射性セ

シウム濃度が最大の東京都（幼児）でも、現在の一般食品に対する放射性

物質の基準値（100 Bq/kg）の約 70 分の 1 と、低い水準にあることが確認

された。 

放射性セシウム の 1 日摂取量については、最大値は相馬市（幼児）の 1.9 
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Bq/人・日で、大気圏内核実験が行われていた 1960 年代のセシウム 137 の 1

日摂取量と同レベルであった。放射性セシウムによる預託実効線量は福島

原発事故前に実施したマーケットバスケット（MB）方式による TDS の結果

と比較すると依然として高いレベルにあったが、2011 年度の MB 方式による

TDS の結果との比較では、成人の預託実効線量（μSv）は福島市で 16.8 か

ら 1.9、仙台市で 12.4 から 1.1、東京都で 3.8 から 1.1 と大きく減少した。

また、その最大値は 7.46 μSv で、現行の食品の基準値を設定する上で基

となった年間線量の上限値 1 mSv の約 130 分の 1 と、十分に小さい値であ

ることが示された。預託実効線量への寄与では自然放射性物質であるカリ

ウム 40 の方が放射性セシウムよりも遥かに大きく、放射性セシウムによる

預託実効線量が最も大きかった伊達市（成人）でも、その線量はカリウム

40 による線量の 3%程度であった。また、食品を購入する際に産地を気にす

るか、自家栽培の野菜等を摂取しているかといった食品の摂取状況による

放射性セシウムの預託実効線量の大きな違いは認められなかった。 

積算実効線量の推計については現行の基準値を適用した場合、その 90 パ

ーセンタイルは、3-6 歳、15-18 歳、20 歳以上の各年代において 0.3mSv 以

下であり、カリウム 40 やポロニウム 210 といった自然放射性物質による年

間線量 0.99 mSv よりも低く、線量の上限値 1 mSv と比較しても 4 分の 1 以

下と十分に小さい値であった。 
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A. 研究目的 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日

本大震災に伴う東京電力(株)福島第

一原子力発電所（以下、「福島原発」

という）事故から 2 年以上が経過し

た。2012 年 4 月に食品中放射性物質

に関して事故後、緊急的に設定され

た暫定規制値に代わる現行基準値が

導入された。事故後に実施された食

品 中 の 放 射 性 物 質 の 検 査 件 数 は

2013 年 3 月現在で 40 万件近くに上

る。現行基準値が施行された 2012

年 4 月以降の検査実施分に限ると、

基準値を超過したのは魚介類、キノ

コ類等、一部の食品に限られ、全体

の 0.9%程度である。また、基準値を

超えた食品については出荷制限等の

措置が取られ、市場に出回ることは

ない。しかしながら、国民の放射性

物質に対する関心は依然として高く、

食品に由来する放射性物質の暴露量

を評価することが求められている。 

厚生労働省の薬事・食品衛生審議

会食品衛生分科会放射性物質対策部

会は 2011 年 10 月 31 日、食品のモニ

タリング結果から推計した原発事故

に由来する事故後 1 年間の線量は約

0.1 mSv 程度であることを示した[1]。

この値は厚生労働省が公表している

食品中放射性物質の検査結果を用い

ての推計結果であり、推計は事故直

後から 6 ヶ月間の検査結果をもとに

行われた。 

この他、食品による被ばくの実態

を知るには、トータルダイエットス

タディ（以下、TDS）も用いられてい

る。TDS とは人が通常の食生活にお

いて、ある特定の有害物質をどの程

度摂取しているかを推定する方法で

あり、上述の食品中の放射性物質の

検査結果を用いた推定と比較して、

より実態に即した暴露量の評価が可

能である。TDS には、「マーケットバ

スケット方式（以下、MB 方式）」と

「陰膳方式」の 2 種類がある。 

MB 方式では、広範囲の食品を小売

店等で購入し、必要に応じて摂食す

る状態に加工・調理した後、分析し、

食品群ごとの有害物質の平均含有濃

度を算出する。これに、ある特定の

集団における食品群の平均的な消費

量を乗じることにより、食品群ごと

に当該有害物質の平均的な摂取量を

推定する。この結果を全食品群につ

いて足し合わせることにより、この

集団の有害物質の平均的な摂取量を

推定することが可能である。その反

面、MB 方式は陰膳方式に比べて TDS

にかかる費用、時間が多くなるとい
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う点で不利である。 

一方、陰膳方式では調査対象者の

1 日分の食事を収集し、食事全体を

混合して分析し、1 日の食事中に含

まれる有害物質の総量を測定する。

これにより、調査対象者が食べた食

品に由来する有害物質の摂取量を推

定する。陰膳方式は MB 方式と比較す

ると、1) 対象とする有害物質をどの

食品から多く摂取しているかを推定

することができない、2) 調査対象者

の有害物質の摂取量を特定の集団の

平均的な摂取量として推定した場合、

不確かさが大きくなる、3) 調査対象

者が調査日に限り普段と異なる食生

活を送った場合、調査結果の不確か

さが大きくなる、といった点に留意

する必要があるものの、4) 費用、時

間を少なくできるため、緊急を要す

る摂取量推定に活用できる、5) 実際

に 人 が 摂 食 す る の と 同 じ 条 件 で 加

工・調理された食品を分析するため、 

加工・調理により有害物質が増減す

る場合であっても、人が摂取した実

際の有害物質の量を知ることができ

る、という利点がある。 

研 究 代 表 者 ら は 2004 年 度 か ら

2011 年度まで MB 方式により年間 3、

4 都市を対象に食品中の放射性物質

に関する TDS を行ってきた。2011 年

度は福島県、宮城県、東京都を対象

として実施し、MB 方式で得た食品試

料を 1 年間摂取し続けた場合の放射

性セシウム（以下、放射性 Cs）によ

る預託実効線量は、事故の影響の大

きい福島県においても 0.017 mSv と、

放 射 性 物 質 対 策 部 会 が 示 し た 0.1 

mSv よりも遥かに小さいことを明ら

かにした[2]。  

福島原発事故後、より多くの都市

を対象に放射性物質の暴露量調査を

実施することが求められていること

から、本研究では陰膳方式により食

品中の放射性物質の TDS を行った。

事故後、特に幼児への健康影響が懸

念されているため、成人だけではな

く、幼児についても対象とした。 

また、放射性物質対策部会の評価

例に引き続くものとして、厚生労働

省の食品中の放射性物質の検査結果

をもとに事故直後から 2012 年 12 月

までの実効線量を積算し、被ばく線

量の推計を試みた。 

 

B. 研究方法 

1. 対象集団と試料 

1-1 対象地域 

食事からの放射性物質の暴露量評

価については福島原発事故後、本事

業の他、MB 方式による調査研究も実

施されているところであり、北海道、

岩手県、福島県、栃木県、茨城県、

埼玉県、神奈川県、新潟県、大阪府、

高知県の 10 道府県が対象とされて

いる。本研究では上記の調査ならび

に研究代表者らの実施した 2011 年

度の MB 方式による TDS との比較検討

のため、対象地域については以下の

10 都道府県とした。 

 

北海道、岩手県、宮城県、福島県、

茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、
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大阪府、高知県 

 

このうち、福島県については浜通

り、中通り、会津の 3 地域に分類す

ることができ、浜通りでは相馬市と

南相馬市の 2 都市、中通りでは福島

市、郡山市、伊達市の 3 都市、会津

については会津若松市の 1 都市を調

査対象とした。 

なお、前述の 10 都道府県は食品の

出荷制限指示の状況に応じ、以下の

とおりに分類できる。 

 

・過去に複数品目で出荷制限指示の

対象となった自治体：福島県、岩手

県、宮城県、茨城県 

・過去に単一品目で出荷制限指示の

対象となった自治体及び出荷制限指

示対象自治体の隣接自治体：埼玉県、

東京都、神奈川県 

・対照地域：北海道、大阪府、高知

県 

1-2 対象集団 

本研究では対象集団を成人（20 歳

以上）と幼児（3-6 歳）とした。幼

児については 1 歳児の方が 5 歳児よ

りも放射性 Cs の線量係数が大きい

が [3]、摂食量を勘案すると放射性 Cs 

による預託実効線量については 5 歳

児が 1 歳児を上回ると考えられるこ

と、また、1 歳児の食事（2 日分）で

は分析を行う上で十分な量の陰膳試

料を得ることが出来ないため、 1-3

歳児ではなく 3-6 歳児を研究対象と

した。 

成人については福島県内の 6 都市

（相馬市、南相馬市、福島市、郡山

市、伊達市、会津若松市）と、福島

県以外の 9都道府県の計 15 地域を対

象とした。関係自治体の食品衛生主

管課、保健所等を介してそれぞれの

地域から 3 名を選定し、研究協力者

とした（図 1）。 

幼児については前述の 15 地域の

うち、岩手県、神奈川県、高知県の

3 県を除いた 12 地域において関係自

治体の他、小児科医等を介してそれ

ぞれ 3 名の研究協力者を選定した

（図 1）。 

研究協力者（幼児の場合には保護

者）には 2 日分の食事を提供してい

ただくとともに、食品の摂取状況に

関する調査も依頼した。 

1-3 試料の採取方法 

試料は福島原発事故の発生から 2

年後にあたる 2013 年 3 月に採取した。 

研究協力者には別紙 1 の手順に従

って連続した 2 日分の食事試料を提

供していただいた。 

前述のとおり、研究協力者が調査

日に限って普段と異なる食生活を送

ると、調査結果が不確かなものとな

るので、これを避けるために、試料

採取日は冠婚葬祭、祝日、その他の

特別な献立の日を除き、ごく普通の

日とした。 

この他、試料採取にあたっての注

意事項は文部科学省の放射能測定法

シリーズ No. 16「環境試料採取法」

に準じた。例えば、魚介類であれば、 

 

・メザシやシシャモのように骨ごと
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食べる魚はそのままとし、骨、皮

等を食べなかった魚はその部分を

取り除く 

・シジミ、アサリ、エビ、カニ等は

殻を取って身だけを入れる 

 

とし、極力、実際に口にした食事に

近い状態とした。 

2 食品の摂取状況に関する調査 

食事試料中の放射性物質の分析の

結果、高めの値が検出された場合に

はその原因を推定する目的で、調査

票（別紙 2、3）により研究協力者の

食品の摂取状況を調べた。 

2013 年 3 月現在で、高い放射性 Cs

濃度を示しているのはキノコ類、魚

介類、野生鳥獣肉等、一部の食品群

に限られている。このため、調査票

ではそれぞれの食事に含まれる食品

群を研究協力者に記入していただい

た。 

また、ホールボディカウンター等

の検査では自家栽培の野菜を食べた

方から比較的高めの放射性 Cs が検

出されているため [4]、これらの野菜

の摂取状況についても調査票で確認

した。 

幼児についてはこの他、年齢、体

重についても尋ねた（別紙 3） 

3 分析方法 

3-1 試料調製 

研究協力者から提供していただい

た 2 日分の食事を試料とした。試料

は大型のブレンダ―を用いて混合・

均一化し、乾熱乾燥した後、450℃で

24 時間灰化処理した。灰化物をプラ

スチック製容器に充填し、分析用試

料とした。 

3-2 分析方法 

γ線放出核種であるセシウム 134

（ 1 3 4Cs）、セシウム 137（ 1 3 7Cs）、カ

リウム 40（ 4 0K）はγ線スペクトロメ

トリーにより定量した。γ線スペク

トロメトリーは以下のとおり「ゲル

マニウム半導体検出器によるガンマ

線スペクトロメトリー」(文部科学省

放射能測定法シリーズ 7、平成 4 年

改訂)に準じて行った。 

分析用試料をゲルマニウム半導体

検出器（CANBERRA 社製、EURYSIS 社

製、OXFORD 社製、PGT 社製）のエン

ドキャップに載せ 80,000 秒以上測

定した。バックグラウンド値は検出

器 に 何 も 載 せ な い 空 の 状 態 で 適 時

200,000～ 300,000 秒 間 計 測 し て 求

めた。測定にあたり、事前にエネル

ギー校正曲線およびピーク効率曲線

について混合核種基準線源（日本ア

イソトープ協会頒布）を用いて作成

した。エネルギー校正、効率校正お

よび定量には γ 線核種解析用ソフ

トを使用した。 

定量法の概略は次のとおりである。

分析対象とする放射性物質のピーク

領域内の計数値を用いてピーク面積

を計算する。ここで他の放射性物質

からの妨害が認められたときは補正

した。ピーク面積をピーク効率と分

析対象とする放射性物質の γ 線放

出比で除し、試料採取終了日におけ

る測定試料あたりの放射能を求めた

後、測定供試量で除して定量結果と
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した。 

4 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 検 査 結 果

を用いた線量の推計 

4-1 線量計算の前提条件 

計 算 対 象 の 集 団 は 「 3-6 歳 」、

「15-18 歳」、「20 歳以上」、計算対象

の放射性物質は 1 3 4Cs、1 3 7Cs とした。

線量評価期間は事故直後の 2011 年 3

月 15 日から 2012 年 12 月 20 日まで

とした。  

4-2 線 量 計 算 に 使 用 し た パ ラ メ ー

タ 

食品中の 1 3 4Cs、 1 3 7Cs の濃度は、

事故後から 2012 年 12 月 20 日までの

期間に厚生労働省が集約し、公表し

たデータを元に、国立保健医療科学

院でデータクリーニングしたものを

用いた。食品は国民健康・栄養調査

における 99 の食品群に基づいて分

類した。 

検出限界値以下の食品の取り扱い

に つ い て は 下 記 の と お り で あ る 。
1 3 4Cs と 1 3 7Cs では、検出限界値が明

示されている場合はその値、明示さ

れていない場合はそれぞれ 10 Bq/kg

とした。また、それぞれの月で検出

限界値以下が 6 割超えている食品に

ついては上のルールで定めた値のそ

れぞれ半分とした。 

加工品など分類が困難な食品は推

計対象データから除外した。また、

ペットボトルなどで提供されている

可能性がある飲料品は推計対象デー

タから除外した。米は、9 月以降翌

年 8 月までは、9 月以降のデータを

プールして使用した。 

出荷制限対象の食品であっても暫

定規制値もくしは基準値以下であれ

ば推計データとして採用した。 

食品の摂取量は「平成 22 年国民健

康・栄養調査」における 99 の食品群

別の摂取量の個票データを厚生労働

省統計情報部の許諾を得て使用した。

なお、個票データについては今回研

究対象とした 15 地域それぞれにお

けるデータではなく、全都道府県の

データを用いた。 

実効線量は摂取した放射性物質の

量に換算係数（線量係数）を乗じて

算出する。線量係数(Sv/Bq)は、ICRP 

Publ. 72 および ICRP Database of 

Dose Coefficients: Workers and 

Members of the Public; Ver. 3.0

に示されているものを用いた。 

4-3 線量計算の方法 

 99 の食品分類について、ある個人

の摂取量データをそれぞれランダム

に選択し、またその個人が摂取する

放射性物質の濃度を実測値からそれ

ぞれランダムに選択し、これらの値

を掛け合わせて計算される仮想的な

被ばく量を 100,000 人分算出し、そ

の中央値及び 90 パーセンタイルを

求めた。 

食品中の放射性物質濃度は経時的

に変動しているため、濃度について

は月毎にサンプリングした。ただし、

福島原発事故後初期は特に変化が大

きいため、2011 年 5 月 31 日までは 4

日毎のサンプリングとした。 

線量計算の手順を以下に示す。 
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①：食品の摂取量の個人 ID から 1

件ランダム抽出する。 

②：その個人 ID の摂取量を 2012 年

12 月 20 日まで適用する。 

③：2011 年 5 月 31 日までは、4 日毎

の濃度データからランダム抽出した

データ 1 件を使って、4 日分の食品

摂取量をかけて 4 日間の線量を 4 日

毎に計算。この作業を食品群ごとに

計算する。 

④：2011 年 6 月 1 日からは、1 ヶ月

毎の濃度データからランダム抽出し

たデータ 1 件を使って、1 ヶ月分の

食品摂取量をかけて 1 ヶ月間の線量

を 1 ヶ月毎に計算。この作業を食品

群ごとに計算する。 

⑤：2011 年 5 月 31 日まで 4 日毎に

計算した線量、2011 年 6 月 1 日から

1 ヶ月ごとに計算した線量を合算す

る。 

⑥：①～⑤の作業を 10 万回繰り返し

た。 

 

（倫理面への配慮） 

本調査研究は厚生労働省・文部科

学省の「疫学研究の倫理指針」にも

とづき、国立保健医療科学院倫理委

員会の承認を経て実施した。 

倫理指針に則り、調査開始に先立

って本研究の目的・意義・方法・侵

襲度・予測される危険性などについ

て研究協力者に説明し十分な理解を

得た。研究への参加により協力者が

不利益を被ることがないように配慮

した。また、いつでも自由意志で参

加の同意の撤回ができ、途中で参加

を中止しても、本人に何ら不利な取

り扱いを受けないことを保障した。

この様な内容について充分に説明を

行い、納得承諾頂いたのち調査を実

施した。 

個人情報については国立保健医療

科学院個人情報管理規程に則って個

人情報の漏洩がないように努めた。

すなわち、調査票（無記名）と試料

を保存する容器には予め ID を割り

振って連結可能匿名化し、個人情報

が漏洩することのないよう留意した。

測定結果は連結可能匿名化をはかり

その後のデータの解析に付した。分

析結果は個人が特定できないような

形で公表される。 

 

C. 研究結果 

1 陰膳試料中の放射性物質濃度  

福島県内の 6 都市（相馬市、南相

馬市、福島市、郡山市、伊達市、会

津若松市）と、福島県以外の 9 都道

府県の計 15 地域から 82 の陰膳試料

を得た。このうち 45 試料が成人用、

37 試料が幼児用である。全 82 試料

の放射性物質濃度を表 1、2、ならび

に地域・年齢別の放射性物質濃度の

平均値を図 2、3 に示す。なお、放射

性物質濃度は生重量ベースの数値で

示した。また、放射性 Cs 濃度（ 1 3 4Cs

濃度と 1 3 7Cs 濃度の合計値）につい

ては、 1 3 4Cs または 1 3 7Cs が検出限界

値以下の場合はそれぞれの濃度を 0

とせず、試料中に検出限界値の 2 分

の 1 相当が存在するものとして算出

した。 
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人工放射性物質である放射性 Cs

が検出されたのは 82 試料中 71 試料

で、11 試料については 1 3 4Cs と 1 3 7Cs

いずれも検出限界値を下回った。放

射性 Cs 濃度の最大値は東京都（幼児）

の 1.44 Bq/kg、最小値は北海道（幼

児）の 0.013 Bq/kg であった。放射

性 Cs 濃度が最大の東京都（幼児）で

も、現行の一般食品に対する放射性

物質の基準値（100 Bq/kg）と比較す

ると約 70 分の 1 と、低い水準にある

ことが確認された。 

地域・年齢別の平均でみると、東

京都（幼児）の 0.604 Bq/kg が最大、

北海道（幼児）の 0.030 Bq/kg が最

小であった。 
1 3 4Cs と 1 3 7Cs の物理学的半減期は

それぞれ 2.06 年、30.1 年である。

1986 年に発生したチェルノブイリ

原子力発電所事故では環境中に 47 

PBq の 1 3 4Cs が放出されたが[5]、2011

年 3 月時点で 25 年近く経過しており、

福 島 原 発 事 故 発 生 前 は 環 境 試 料 で
1 3 4Cs が検出されることはなかった。

このため、本研究で検出された 1 3 4Cs

は福島原発事故由来であると考えら

れる。本研究では北海道、大阪府、

高知県を対照地域として設定したが、

これらの地域の陰膳試料においても

微量ながら 1 3 4Cs が検出され、福島

原発事故の影響が認められた。今回

の事故による放射性物質の放出量に

つ い て 、 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 は
1 3 4Cs： 18 PBq、 1 3 7Cs： 15 PBq と推定

している [6]。本研究は事故発生か

ら 2 年経過した 2013 年 3 月に実施し

たため、それぞれの物理学的半減期

を考慮すると 1 3 4Cs と 1 3 7Cs の比は事

故直後の 1:1 から 1:2 になっている

と考えられる。しかしながら、陰膳

試料では 3 試料で 1 3 4Cs 濃度が 1 3 7Cs

濃度を上回っているものが認められ

た 。 こ れ ら の 試 料 中 の 1 3 4Cs 濃 度

（Bq/kg）を濃度±σ（σは計数誤差

に伴う数値）として表記すると、そ

れぞれ 0.057±0.011、0.018±0.0060、

0.032±0.0060 で、いずれも検出限

界値は上回っているものの、定量下

限値（10σ）は下回っており、定量

性に欠けることに起因すると考えら

れた。 

自然放射性物質である 4 0K は必須

元素である K の放射性同位体で、そ

の天然存在比は 0.012%である。この

ため、4 0K は全ての陰膳試料から検出

された。4 0K 濃度が最も高かったのは

南相馬市（成人）の 50.9 Bq/kg、小

さかったのは北海道（成人）の 8.4 

Bq/kg であった。地域・年齢別の平

均では、南相馬市（成人）の 35.5 

Bq/kg が最大、神奈川（成人）の 17.7 

Bq/kg が最小であった。 

2 放射性物質の 1 日摂取量 

陰膳試料の放射性物質濃度をもと

に各地域・年代における 1 日摂取量

を算出した。具体的には試料中の放

射性物質濃度（Bq/kg）に 2 日分の摂

食量（kg）を乗じ、2 で割った値を 1

日摂取量とした。地域・年代別の 1

日摂取量を表 3、4、その平均値を図

4、5 に示す。なお、1 3 4Cs または 1 3 7Cs

の濃度が検出限界値を下回った場合
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は摂取量を 0 とせず、試料中に検出

限界値の 2 分の 1 に相当する放射性

Cs が存在するものとして摂取量を

算出した。 

放射性 Cs の 1 日摂取量が最も大

きかったのは相馬市（幼児）で 1.91 

Bq/人・日、小さかったのは北海道（幼

児）の 0.014 Bq/人・日であった。 

地域・年齢別の平均でみると、相

馬市（幼児）の 0.783 Bq/人・日が

最大、大阪府（幼児）の 0.026 Bq/

人・日が最小であった。 

成人と幼児を比較すると、一般的

には成人の方が幼児よりも摂食量が

多い。平成 22 年国民健康・栄養調査

では幼児（1-6 歳児）の 1 日あたり

の摂食量が平均で 1249.8g なのに対

し、成人は 2069.5g である。本研究

でも幼児の 1 日あたりの摂食量は平

均で 1168.8g、成人は 1793.6g で、

成人の摂食量は幼児の約 1.5 倍であ

った。このため、同一地域で成人と

幼児を比較すると、相馬市、東京都、

埼玉県を除き、成人の方が幼児より

も放射性 Cs の 1 日摂取量が大きかっ

た。 
4 0K の 1 日摂取量については南相

馬市（成人）の 158.3 Bq/人・日が

最大、北海道（成人）の 7.1 Bq/人・

日が最小であった。地域・年齢別の

平均では南相馬市（成人）の 77.6 Bq/

人・日が最大、南相馬市（幼児）の

18.6 Bq/kg が最小であった。 

3 内部被ばく線量評価 

3-1 線量評価方法の概要 

食品中の放射性物質の摂取にとも

なう内部被ばく線量は食品に起因す

る放射性物質の摂取量（Bq）と実効

線量係数（Sv/Bq）により求めること

ができる。 

食品に起因する放射性物質の摂取

量（Bq）は以下の式により算出した。 

                                                                                                                             

ここで、 

Am,i: 食品 m の摂取に起因する放射

性核種 i の摂取量(Bq) 

Cm,i: 試料調製時における評価対象

食品 m 中放射性核種 i 濃度(Bq/kg) 

tm:食品 m の摂取期間(d) 

Mm: 食品 m の 1 日あたりの摂取量 

(kg/d) 

fmm:食品 m の市場希釈係数(-) 

fdm:食品 m の調理による除染係数(-) 

である。 

本研究は陰膳方式による TDS なの

で、市場希釈係数、除染係数につい

ては考慮せず、1 とした。また、食品

の摂取期間は 365 日とし、陰膳試料

を 1 年間摂取し続けた場合の預託実

効線量を求めた。 

食品摂取による内部被ばく線量

H(Sv)は、以下の式で与えられる。 

 
m i imAiKH ,  

ここで、 

H: 食 品 摂 取 に 起 因 す る 実 効 線 量

(Sv) 

Ki :放射性物質 i の経口摂取による

実効線量への換算係数(Sv/Bq) 

である。 

mtmfdmfmmMimCimA  ,,
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上記の計算式を用いてそれぞれの

放射性物質による成人ならびに幼児

の預託実効線量を算定評価した。な

お、線量係数は国際放射線防護委員

会（ICRP）の数値を適用した。具体

的には、成人は ICRP Publ. 72 にお

ける「成人」に対する線量係数、幼

児については「5 歳児」に対する線

量係数を適用した。 

3-2 預託実効線量 

陰膳試料の放射性物質濃度と摂食

量をもとに、3-1 に従って当該試料

を 1 年間摂取し続けた場合の各地

域・年代における預託実効線量（μ

Sv）を算出した。地域・年代別の預

託実効線量を表 5、6、その平均値を

図 6、7 に示す。放射性物質の 1 日摂

取量と同様に、放射性 Cs の濃度が検

出限界値を下回った場合は預託実効

線量を 0 とせず、試料中に検出限界

値の 2 分の 1 に相当する放射性 Cs

が存在するものとして算出した。 

放射性 Cs による預託実効線量が

最も大きかったのは相馬市（幼児）

で 7.46 μ Sv、小さかったのは北海

道（幼児）の 0.056 μ Sv であった。

地域・年齢別の平均値は伊達市（成

人）の 3.07 μ Sv が最大、大阪府（幼

児）の 0.13 μ Sv が最小であった。 

現在の食品中の放射性 Cs に対す

る基準値は食品に由来する年間線量

が 1 mSv を超えないように設定され

ている。本研究では放射性 Cs による

預託実効線量は最大でも 7.46 μ Sv

で、線量の上限値の約 130 分の 1 と

十分に小さい値であることが示され

た。 

なお、 1 3 4Cs と 1 3 7Cs の線量係数

（Sv/Bq）は以下のとおりである。 

・ 1 3 4Cs 

成人：1.9×10 - 8  5 歳児：1.3×10 - 8  

・ 1 3 7Cs 

成人：1.3×10 - 8  5 歳児：9.6×10 - 9  

線量係数は組織の大きさや当該放

射性物質の生物学的半減期に依存す

る。放射性 Cs の生物学的半減期は 1

歳で 13 日、5 歳で 30 日、10 歳で 50

日、15 歳で 93 日、成人で 110 日 [3]

と、新陳代謝が活発な幼児の方が成

人よりも短い。従って、成人と比較

すると 5 歳児の線量係数は小さい。

このため、同一地域における放射性

Cs の預託実効線量は相馬市、東京都、

埼玉県を除き、幼児の方が成人より

も小さい傾向が認められた。 

自然放射性物質である 4 0K による

預託実効線量については、最大値は

さいたま市（幼児）の 494 μ Sv、最

小値は札幌市（成人）の 16 μ Sv で

あった。地域・年齢別の平均値は茨

城県（幼児）の 353 μ Sv が最大、北

海道（成人）の 56 μ Sv が最小であ

った。必須元素である K  は成人と幼

児で生物学的半減期に大きな違いは

なく、線量係数については組織の大

きさに依存する。このため、4 0K の線

量 係 数 は 成 人 に 対 し て 6.2×10 - 9 

Sv/Bq、 5 歳児については 2.1×10 - 8 

Sv/Bq と、5 歳児の方が大きい。従っ

て、4 0K による預託実効線量について

は、幼児の方が 1 日摂取量としては

小さいにもかかわらず成人よりも大
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きい傾向が認められた。 

図 7、8 に地域別の放射性 Cs と 4 0K

による預託実効線量の合計値の平均

値を示した。図から明らかなように

放射性 Cs の線量への寄与は小さく、

放射性 Cs による預託実効線量が最

も大きかった伊達市（成人）でも、

放射性 Cs による線量は 4 0K の 3%程

度であった。従って、放射性 Cs と
4 0K による預託実効線量の合計値に

ついても 4 0K による線量と同様に、

地域別では茨城県（幼児）が最大（354

μ Sv）、北海道（成人）が最小（56 μ

Sv）であった。 

4 食品の摂取状況 

陰膳試料に用いられた食品や、食

品の摂取状況等を調べるために、調

査票（別紙 2、3）を用いてこれらを

確認した。 

「問 1. 原発事故の後、食品を買う

時に産地を気にするようになりまし

たか？」という問いに対しては 82

名中 49 名が「気にするようになっ

た」、32 名が「産地は特に気にして

いない」と回答した（1 名は無回答）。

福島県に限ると、「気にするようにな

った」との回答が 27、「産地は特に

気にしていない」との回答が 8 であ

った。福島県在住で「産地は特に気

にしていない」と回答した方の場合

は放射性 Cs による成人の預託実効

線量の平均値は 1.3 μ Sv、幼児は

0.48 μ Sv であった。また、自家用

の野菜等を摂取しているのは 20 名

で、福島県に限ると 13 名であった。

この他、福島原発から 30km 内で野菜

を作っている方からネギ・イモ類を

いただいている方が 1 名であった。

これら福島県内の自家野菜等を摂取

している方の放射性 Cs による預託

実効線量は成人：2.7 μSv、幼児：

0.47 μ Sv であった。以上、全体の

平均値（成人：1.21 μ Sv、幼児：0.82 

μ Sv）と比較して、食品の摂取状況

による預託実効線量の大きな差は認

められなかった。 

Hayano らが 2011 年 10 月 17 日～

2012 年 11 月 30 日に福島県在住の

32,811 人を対象に実施したホール

ボディカウンターによる検査では、

2012 年 3 月以降に限ると検出限界値

（300 Bq/全身）以下が 99%と、福島

県内においても放射性 Cs の暴露量

が小さいことが明らかとなる一方、

一部の方から 4000 Bq/全身を上回る

比較的高い濃度の 1 3 7Cs が検出され

た[4]。これらの方は放射性 Cs 濃度

が高いことが知られている野生キノ

コ、イノシシ肉、川魚等の食材を未

検査のまま日常的に摂取しており、

こ の よ う な 食 材 が 原 因 で 体 内 の
1 3 7Cs 濃度が高くなったのではない

かと推察されている[4]。一方、本研

究で福島県内の自家野菜を摂取して

いる方はこれら放射性 Cs 濃度が高

い食品の摂取は避け、自家野菜につ

いては検査で放射性 Cs 濃度が基準

値を下回ることを確認した後に摂取

していた。このため、放射性 Cs によ

る預託実効線量が低いレベルにあっ

たのではないかと考えられ、自家栽

培の野菜等を摂食する場合には検査
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をすることが重要であることが示さ

れた。 

5 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 検 査 結 果

を用いた線量の推計 

積算実効線量(事故直後から 2012

年 12 月まで)の推計結果を表 7、8

に示す。現行の基準値適用の条件に

おける積算実効線量の 90 パーセン

タイルは、各年代において 0.3mSv

以下であった。仮にこれらの線量が

安全側の想定のもと 1 年間で被ばく

したものとしても、自然放射性物質

(カリウム 40 やポロニウム 210 など)

による年間線量 0.99 mSv [7]よりも

低いレベルであると考えられる。ま

た 、 自 然 放 射 性 物 質 の ポ ロ ニ ウ ム

210 の摂取による年間実効線量は、

国内でも都市別の平均実効線量とし

て 0.15 mSv - 0.81 mSv [8]の変動

があり、この変動幅よりも福島原発

事故後の食品からの追加の被ばく線

量は小さいと考えられる。 

また、現行の食品の基準値は食品

から追加で受ける線量の上限を年間

で 1 mSv としており、それと比べ福

島原発事故後の食品からの追加の被

ばく線量は十分小さい値であった。

ただし、食品からの線量は食生活に

大きく依存する。厚生労働省が公表

している食品中の放射性物質濃度デ

ータは、そもそも出荷を想定してい

ない試料も含まれてはいるものの、

基本的には、出荷時測定したものが

用いられている。このため、出荷を

目的としていない食品は、その対象

外となり得る。結果として、流通品

を摂取しない個人では、線量が大き

くなることが考えられるが、その割

合をこの推計で推定するのは困難で

あると考えられる。  

 

D. 考察 

1 2011 年度の MB 方式による TDS 結

果との比較 

2011 年 10、 11 月に成人を対象と

して実施した MB 方式による TDS の結

果と、本研究の結果を比較した（表

9）。2011 年度の MB 方式による TDS

の結果では本研究と同様、放射性物

質の濃度が検出限界値を下回った場

合は試料中に検出限界値の 2 分の 1

に相当する放射性物質が存在するも

のとして、TDS 試料を 1 年間摂取し

続けた場合の預託実効線量を算出し

た。また、表 9 で本研究の結果とし

て示しているのは福島市、宮城県（仙

台市）、東京都における成人の預託実

効線量の平均値である。 

放射性 Cs による預託実効線量（μ

Sv）は福島市で 16.8 から 1.9、仙台

市で 12.4 から 1.1、東京都で 3.8 か

ら 1.1 と大きく減少した。MB 方式の

調査期間が 2011 年 10、11 月なのに

対し、本研究は 2013 年 3 月に実施し

ており、この間の食品中の放射性 Cs

濃度の減少が反映された結果である

と考えられる。MB 方式による TDS で

は、食品群別の放射性 Cs の預託実効

線量への寄与は福島市で米・米加工

品類 >果実類 >乳類、仙台市で乳類 >

魚類>米・米加工品類、東京都で乳類

>米・米加工品類>魚類の順であった。
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乳類が全般的に高く、福島市では特

に米加工品類と果実類の寄与の高い

ことが特徴的であった(図 10)。本研

究は陰膳方式であるため、個々の食

品群の寄与については明らかとなっ

ていないが、上記の食品群の放射性

Cs 濃度の減少により預託実効線量

が低下したのではないかと推察され

た。 

一方、自然放射性物質である 4 0K

は必須元素である K の放射性同位体

で、食品中には一定濃度で存在して

おり、預託実効線量については都市

間あるいは年度間で大きな差はない

と考えられる。しかしながら本研究

では都市間での差が認められ、さら

に福島市、仙台市、東京都いずれの

地域においても 2011 年度の MB 方式

の結果を下回った（表 7）。上述のと

おり、本研究では研究協力者に連続

した 2 日分の食事試料を提供してい

ただいており、試料採取日は土日に

集中した。このため、食事に関する

調査票ではパン、麺類等の摂取が多

く、野菜類の摂取が極端に少ない方

が認められた。 4 0K による預託実効

線 量 に つ い て は そ の 他 野 菜 ・ き の

こ・海藻類、緑黄色野菜といった野

菜類の寄与が高い傾向が認められて

おり [2]、本研究で 4 0K による預託実

効線量が小さくなったのは野菜類の

摂取が少ないことに起因すると推察

された。 

2 事故前の MB 方式による TDS 結果

との比較 

図 12 に杉山らの実施した MB 方式

による TDS の結果（2007～ 2010 年度）

を示した。預託実効線量は前項と同

様、放射性物質の濃度が検出限界値

を下回った場合は試料中に検出限界

値の 2 分の 1 に相当する放射性物質

が存在するものとし、当該 TDS 試料

を 1 年間摂取し続けた場合の値とし

て算出した。この結果、2007～ 2010

年度における放射性 Cs による預託

実 効 線 量 は 成 人 に 対 し て 最 大 値 が

0.24 μ Sv、最小値が 0.11μ Sv であ

った。本研究では成人の放射性 Cs

に よ る 預 託 実 効 線 量 の 平 均 値 は

1.21 μ Sv であり、2011 年度の MB

方式の結果と比較すると著しく減少

しているものの、依然として福島原

発事故前と比較すると高い水準にあ

るといえる。ただし、今回対照地域

として選定した北海道については放

射性 Cs による成人の預託実効線量

が平均で 0.18 μ Sv と、事故前と同

レベルであった。 

3 事故前の陰膳方式による TDS 結果

との比較 

文部科学省の実施している放射能

測 定 調 査 に お け る 日 常 食 （ 1963～

2008 年度）の結果[9]と本研究の結

果を比較した（図 13）。 

本研究における放射性 Cs の 1 日摂

取量の最大値 1.9 Bq/人・日は図 13

のとおり、大気圏内核実験が行われ

ていた 1960 年代の 1 3 7Cs の 1 日摂取

量と同レベルである。また、2001～

2008 年度の結果に限ると、1 3 7Cs の 1

日摂取量の最大値は 0.56 Bq/人・日

であった。本研究でこの値を上回っ
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たのは 82 名中 5 名のみであり、一部

を除いて事故前の範囲内にあること

が確認された。 

4 今後の課題 

2012 年 4 月に施行された基準値で

は、福島原発からの放出量の試算値

リスト（原子力安全・保安院）に掲

載された放射性物質の中で、半減期

が１年以上の 1 3 4Cs、1 3 7Cs、ストロン

チウム 90、プルトニウム、ルテニウ

ム 106 が規制の対象とされた。この

うち、放射性 Cs 以外の放射性物質に

ついては、環境中での放射性 Cs との

存在比ならびに移行経路（土壌⇒農

産物、飼料⇒畜産物、水⇒水産物）

ごとの各放射性物質の移行の程度か

ら産物・年齢区分に応じた放射性 Cs

との比を求め、これをもとに放射性

Cs の基準値が設定された。これらの

放射性物質は自治体の実施している

食品の検査で測定されることはない

ため、別途、調査研究等により食品

における放射性 Cs との存在比を確

認することが求められている。また、

ウランについてはこれまでの環境試

料の分析結果から放出量が極めて少

ないと考えられたため、規制の対象

とはされなかったものの、実際の食

品試料でその影響が認められないこ

とを確かめる必要がある。これらの

放射性物質については 2013 年度以

降、検討する予定である。 

また、4 0K による預託実効線量につ

いては食事の偏りに起因するとみら

れるバラツキが認められた。本研究

では試料を連続した 2 日間に採取し

ていただいたが、来年度以降は試料

採取の曜日が偏らないよう、1 週間

のうち異なる 2 日に採取していただ

く等の対応が必要であると考えられ

た。 

 

E. 結論  

東京電力(株)福島第一原子力発電

所事故事故発生から 2 年経過した

2013 年 3 月に陰膳方式による TDS を

実施した。調査対象とした 15 の地域

ではいずれも陰膳試料から原発事故

に特有の 1 3 4Cs が検出され、事故の

影響が認められた。また、福島原発

事故前に行った MB 方式による TDS

の結果と比較すると、放射性 Cs によ

る預託実効線量は依然として高いレ

ベルにあった。しかしながら、2011

年度の MB 方式による TDS の結果との

比較では、放射性 Cs による成人の預

託実効線量（μSv）は福島市で 16.8

から 1.9、仙台市で 12.4 から 1.1、

東京都で 3.8 から 1.1 と大きく減少

した（表 9）。また、放射性 Cs によ

る預託実効線量は最大でも 7.46 μ

Sv で、現行の食品の基準値を設定す

る上で基となった年間線量の上限値

1 mSv の約 130 分の 1 と、十分に小

さい値であることが示された。預託

実効線量については自然放射性物質

である 4 0K の寄与の方が放射性 Cs よ

りも遥かに大きく、放射性 Cs による

預託実効線量が最も大きかった伊達

市（成人）でも、放射性 Cs による

線量は 4 0K の 3%程度であった。また、

食品を購入する際に産地を気にする
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か、自家栽培の野菜等を摂取してい

るかといった食品の摂取状況による

放射性 Cs の預託実効線量の大きな

違いは認められなかった。 

さらに、厚生労働省の食品中の放

射性物質の検査ならびに平成 22 年

国民健康・栄養調査の結果をもとに、

福島原発事故直後から 2012 年 12 月

までの積算実効線量を算出した。現

行の基準値を適用した場合、積算実

効線量の 90 パーセンタイルは、3-6

歳、15-18 歳、20 歳以上の各年代に

おいて 0.3mSv 以下であった（表 7、

8）。これらの値は 4 0K やポロニウム

210 といった自然放射性物質による

年間線量 0.99 mSv [7]よりも低いレ

ベルで、線量の上限値 1 mSv と比較

してもその 4 分の 1 以下と十分に小

さい値である。 
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F. 健康危険情報 

陰膳試料中の放射性 Cs 濃度は最

大でも 1.4 Bq/kg と、一般食品に対

する基準値である 100 Bq/kg の約

1/70 であった。また、食品中の放射

性 Cs に由来する預託実効線量につ

いても最大値は 7.5 μ Sv と、基準値

を設定する上で基になった年間線量

である 1 mSv の約 130 分の 1 で、健

康危険情報に該当するものはなかっ

た。 

 


